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１ 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年６月20日に提出いたしました第92期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）内部統制報告書の

記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提

出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

３　評価結果に関する事項

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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３ 【評価結果に関する事項】

(訂正前)

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし

た。

 

(訂正後)

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な

不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制

は有効でないと判断いたしました。

　

記

　

平成28年９月に当社本社工場、堀山下工場並びに山陽工場において不適切な会計処理（以下「本件不適切会計処

理」といいます。）が行われていた疑義が発覚いたしました。

当社はこの事実を受けて、本件不適切会計処理の事実関係の調査に加え、本件不適切会計処理に類似する事象の有

無の調査、過年度の会計処理に及ぼす影響の調査、発生原因の分析及び再発防止策の提言を目的として、平成28年10

月31日付で外部の弁護士・公認会計士を招き入れた調査委員会を設置いたしました。

調査委員会による調査の結果、当社工場における仕掛品の完成品計上、完成品、仕掛品、材料の架空計上等が行わ

れていたことが確認されました。

これにより、当社は、過年度の決算を訂正するとともに、平成24年３月期第１四半期から平成29年３月期第１四半

期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。

本件不適切会計処理は、当社の業績が必ずしも堅調に推移しているとはいえない中、各工場において、工場利益の

維持・確保を目指すという意識が強く働いていたこと、一部の従業員の規範意識が鈍磨していたこと、適正な財務報

告に対する意識が低かったこと、当社の工場では会計処理に関連する部分についてマニュアル処理の比重が高く本件

不適切会計処理の実行が容易であったこと、棚卸に係る内部統制上の不備があったこと、各工場の上部組織である製

造統括部による監督機能が十分に機能していなかったこと等により発生したものと考えております。

このような当社の全社的な内部統制の一部及び在庫管理プロセスの一部に関する内部統制の不備は、財務報告に重

要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。なお、上記の開示すべき重要な不

備は、当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、調査委員

会からの報告等を踏まえ、以下の再発防止策を実施してまいります。

（１） コンプライアンス最優先の意識改革

（２） 規程類の明確化・棚卸プロセスの見直し

（３） 業績評価・人事制度の見直し

（４） 予算制度の見直し

（５） 内部監査体制の強化

（６） 法令遵守体制の強化
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